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令和７年度妊婦のための支援給付事業費補助金の交付について 

 

 

 標記の補助金の交付については、別紙「令和７年度妊婦のための支援給付事業費補助金交付要綱」に

より行うこととされ、令和７年４月１日から適用することとされたので通知する。 

 各都道府県におかれては、貴管内市町村（特別区を含む。）に対してこの旨通知されたい。  



別 紙 

 

 

令和７年度妊婦のための支援給付事業費補助金交付要綱 

 

 

（通則） 

１ 令和７年度妊婦のための支援給付事業費補助金（以下「補助金」という。）については、予算の範囲

内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第 179

号）及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30年政令第 255号。以下「適

正化法施行令」という。）及びこども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則（令和５年内閣府令第 41

号）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。 

 

（交付の目的） 

２ この補助金は、子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号。）第 68条第１項の規定に基づき、市

町村（特別区を含む。以下同じ。）が支弁する妊婦支援給付金の支給のために要する費用を交付するこ

とにより、必要な体制整備を行い円滑な支給及び運用の効率化を図ることを目的とする。 

 

（交付の対象） 

３ この補助金は、「妊婦のための支援給付事業の実施について」（令和７年６月24日こ成環第266号こ

ども家庭庁成育局長通知）の別紙「妊婦のための支援給付事業実施要綱」に基づき、都道府県、市町村

（特別区を含む。以下同じ。）が行う事業に必要な経費を交付の対象とする。 

 

（交付額の算定方法） 

４ この補助金の交付額は、次により算出するものとする。 

（１） 都道府県分 

  ア 次の表の第２欄に定める基準額と第３欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の

額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 

  イ アにより選定された額に第４欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。ただし、交付額

に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

１種目 ２基準額 ３対象経費 ４補助率 

委託経費

等 

こども家庭庁長

官が必要と認め

た額 

妊婦支援給付金を希望者

に応じてクーポン等で支

給する場合に必要な 

需用費、備品購入費、役務

費、使用料及び賃借料、報

償費、委託費、負担金等 

10／10 

 

  



（２） 市町村分 

ア 次の表の第１欄の種目ごとに、次により算出された額の合計額とする。 

イ 次の表の第２欄に定める基準額と第３欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の

額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 

ウ イにより選定された額に第４欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。ただし、交付額

に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

１種目 ２基準額 ３対象経費 ４補助率 

委託経費

等 

こども家庭庁

長官が認めた

額 

妊婦支援給付金を希望者

に応じてクーポン等で支

給するために必要な 

需用費、備品購入費、役務

費、使用料及び賃借料、報

償費、委託費、負担金等 

10／10 

事務費 こども家庭庁

長官が認めた

額 

妊婦支援給付金を現金そ

の他確実な支払方法で支

給するために必要な 

報酬、給料及び職員手当、

共済費、需用費、備品購入

費、役務費、使用料及び賃

借料、報償費、委託費、負

担金等 

１／２ 

 

都道府県 

１／４ 

市町村 

１／４ 

システム

改修費 

こども家庭庁

長官が認めた

額 

社会保障・税番号制度に

係る情報連携について、

妊婦支援給付金の支給情

報等の円滑な把握のため

のデータ標準レイアウト

の改版に対応するために

必要な 

需用費、備品購入費、役務

費、使用料及び賃借料、報

償費、委託費、負担金等 

２／３ 

 

市町村 

１／３ 

 
（補助金の概算払） 

５ こども家庭庁長官は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内において概

算払をすることができる。 

 

（交付の条件） 

６ この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

（１）４（２）の表第１欄に定める種目ごとの事業に要する配分を変更する場合には、こども家庭庁長官

の承認を受けなければならない。 

（２）事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、こども家庭庁長官の承認を受けなけれ

ばならない。 

（３）事業を中止し、又は廃止する場合には、こども家庭庁長官の承認を受けなければならない。 

（４）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかにこども家

庭庁長官に報告してその指示を受けなければならない。 



（５）この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした様式１による調書を作成するとと

もに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を補助金の額の確

定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後

５年間保管しておかなければならない。 

ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財

産の財産処分が完了する日、又は適正化法施行令第14条第１項第２号の規定によりこども家庭庁長

官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

（６）事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産につ

いては、適正化法施行令第14条第１項第２号の規定により、こども家庭庁長官が別に定める期間を経

過するまで、こども家庭庁長官の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡

し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。 

（７）こども家庭庁長官の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全

部又は一部を国庫に納付させることがある。 

（８）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注

意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

（９）補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る

仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）には、様式 14により速やかに、

遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度６月 30日までにこども家庭庁長官に報告しなけれ

ばならない。 

また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を国庫に返納

しなければならない。 

 

（申請手続） 

７ この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。 

（１）市町村長は、様式２による申請書に関係書類を添えて、都道府県知事が別に指定する日までに都道

府県知事に提出するものとする。 

（２）都道府県知事は、様式３による申請書に関係書類を添えて、こども家庭庁長官が別に指定する日ま

でにこども家庭庁長官に提出するものとする。 

また、都道府県知事は、市町村長から（１）の申請書を受理したときは、必要な審査を行い、適正

と認めたときはこれを取りまとめの上、様式３に関係書類を添えて、こども家庭庁長官が別に指定す

る日までにこども家庭庁長官に提出するものとする。 

 

（変更交付申請） 

８ この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合に

は、次により行うものとする。 

（１）市町村長は、様式６による申請書を都道府県知事が別に指定する日までに、都道府県知事に提出す

るものとする。 

（２）都道府県知事は、様式７による申請書に関係書類を添えて、こども家庭庁長官が別に指定する日ま

でにこども家庭庁長官に提出するものとする。 

また、都道府県知事は、市町村長から（１）の申請書の提出があった場合には、必要な審査を行い、

適正と認めたときはこれを取りまとめの上、様式７に関係書類を添えて、別に指定する日までに、こ

ども家庭庁長官に提出するものとする。 

 



（標準処理期間） 

９ 都道府県知事は、交付申請書が到達した日から起算して原則として１月以内にこども家庭庁長官に

提出するものとし、こども家庭庁長官は交付申請書が到達した日から起算して原則として１月以内に

交付の決定（決定の変更を含む。）を行うものとする。 

 

（交付決定の通知） 

10 この補助金の交付の決定は、次により行うものとする。 

（１）こども家庭庁長官は、市町村の補助金の交付決定を行うものとし、都道府県に対して、様式４又は

様式８により、市町村への交付決定の通知を依頼するものとする。 

（２）都道府県知事は、（１）の依頼があったときは、市町村に対し、様式５又は様式９により速やかに

交付決定の通知を行うものとする。 

 

（実績報告） 

11 この補助金の実績の報告は、次により行うものとする。 

（１）市町村長は、都道府県知事が別に指定する日までに、様式10による報告書を都道府県に提出するも

のとする。 

（２）都道府県知事は、市町村長から（１）の報告書の提出があった場合には、必要な審査を行い、適正

と認めたときはこれを取りまとめの上、様式11に関係書類を添えて、こども家庭庁長官が別に指定

する日までに、こども家庭庁長官に提出するものとする。 

 

（額の確定の通知） 

12 この補助金の交付額の確定は、次により行うものとする。 

（１）こども家庭庁長官は、市町村の補助金の額の確定を行うものとし、都道府県知事に対して、様式12

により、市町村への交付額の確定の通知を依頼するものとする。 

（２）都道府県知事は、（１）の依頼があったときは、市町村に対し、様式13により速やかに交付額の確

定の通知を行うものとする。 

 

（補助金の返還） 

13 こども家庭庁長官は、交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が

交付されているときは、別に指定する日までに、その超える部分について国庫に返還することを命ず

る。 

 

（その他） 

14 特別の事情により、４、７、８及び11に定める算定方法、手続によることができない場合には、あら

かじめこども家庭庁長官の承認を受けてその定めるところによるものとする。 

  





 



 
 



 
 

  



 



 
 

 



  



 



  



 

  



 



  



  



 
  



 
  



 



  



 



  



 

 
  



 



 



 



  



 

 
  



 



  



 



  



 



  



 
  



 



  



 

 
  



 



  



 



  



 

 
  



 



  



 



  



 



  



 


